
令和７年２月２５日現在

措置開始日 措置終了日 月数

株式会社佐藤渡辺 県外 R7.2.10 R7.8.9 6か月

　株式会社佐藤渡辺の石川営業所所長は、令和４年９月に福島県石川町が発注した

複数の道路工事に関して、受注調整をしていたとして談合の罪で略式起訴され、令和

６年１０月２３日に郡山簡易裁判所から罰金４０万円の略式命令を受けた。

　上記のことが、新庄市競争入札参加資格者指名停止要綱別表指名停止基準指名停

止基準第１４号（競売入札妨害又は談合）に該当すると認められるので、当該業者に

対し、左記により指名停止の措置を行う。
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